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「西宮市都市景観条例」「景観法及び西宮市都市景観条例の施行に関する規則」の改

正について 

１ 改定趣旨    

議題１の景観地区に係る都市計画書の改定及びこれまでの運用等において整理すべき事項
等について、「西宮市都市景観条例（以下「条例」という）」及び「景観法及び西宮市都市景観
条例の施行に関する規則（以下「規則」という）」で必要となる改正を行うもの。 

２ 改正内容 

改正内容の概要を下表に示す。 
・表中の「条項」欄には、原則、改正後の条項番号で記載し、改正前の条項番号で示す必要がある場合

は末尾に「（旧）」を記載。
・表中での表現は、次の通り省略。 法…景観法 条例…西宮市都市景観条例 規則…景観法及び西宮

市都市景観条例の施行に関する規則 審議会…西宮市景観・屋外広告物審議会

条 例 

条 項 改正趣旨等 
第 7 条第 3 項 
第 10 条第 4 項 

●景観重点地区における重点地区基準の位置づけの明確化
・現行の景観計画においては、景観重点地区における「景観形成基準」

を「重点地区基準」と称して示しているが、特にそのことを説明する
記載がどこにもなされていなかったため、今回、条例においてそれを
明確にするもの。

第９条の２第
１ 項 ／ 第 10
条第 6 項／第
47 条第１項第
7 号 

●表現の統一
・現行、条文中で「良好な景観の形成に影響を及ぼす恐れがない」とい

う表現と、それに同意で表現の異なるものが複数存在するため、それ
らの表現を、法の表現に合わせて「良好な景観の形成に支障を及ぼす
恐れが少ない」「良好な景観の形成に支障を及ぼす恐れが大きい」に統
一するもの。

第 10 条第 3 項 
他 

●建築等以外の関連行為に対する景観形成指針等への適合についての明
確化

・景観形成基準や景観形成指針では、建築物だけでなくその敷地に関連
する制限（例えば、道路境界沿いの間口緑視率の制限）も規定してい
るが、現行条例では建築物の建築や工作物の建設行為についてのみ、
その適合を求める規定がなされており、それらに関連して行われる外
構整備に係る行為等については、特にその適合の要否についてふれら
れていないため、当該関連行為についても適合を求めることを明確に
規定するもの。

景
観
計
画
区
域
に
お
け
る

建
築
等
の
行
為
の
届
出



2 

 条 項 改正趣旨等 
第 10 条第 5 項 ●設計段階協議における変更届出の提出時期及び軽微な変更における当

該届出の免除を規定 
・設計段階協議における計画変更に係る届出の提出時期が、現行明確に

示されていなかったため、当初届出時同様、法定の届出前に提出する
よう明確に規定するもの。 

・また、現行の法や条例では、計画変更により届出対象外規模等のそも
そも届出が不要なものとならない限り、どんなに些細な内容であって
も原則、当該変更に係る届出が必要となってしまう規定となっている
ため、変更内容が軽微なものについては当該変更届出を免除できる旨
を明確に規定し、市及び届出者の負担軽減を図るもの。 

第 11 条第３
項（旧） 

●計画の変更に係る届出が必要となる行為の整理 
・本項では、法からの委任により、当初の届出から計画の変更により改

めて届出が必要となる行為について、法で定めるものの他に市が追加
して必要とするものを規定する内容となっているが、そもそも法にお
いて直接的に委任されていないので削除するもの。また、今回削除す
る内容は既に法で規定されているので、あえて条例で重複して規定す
る必要もないと判断。 

第 11 条第 3 項 ●届出の対象外とする行為の見直し  
・本項では、法（及び条例）の届出対象外とする行為のうち、法で定め

るもの以外で市が必要と判断する行為を規定しているが、以下の行為
を諸般の理由により新たに追加するもの。（なお、届出対象外であれば
景観形成基準の制限への適合義務も課されない。） 

1 号･･･法においては、仮設工作物は対象外としているが仮設建築物
については規定していない。これは、その要否については各自治
体の判断に委ねられているものと考えられる。本市においては、
仮設建築物については、その存置期間と基準適合における費用対
効果の面などを考慮し、これまで取扱基準において届出対象外と
してきた経緯があるため、今回条例でその旨を明確化するもの。 

2・3 号…重要文化財等については、現行、国の指定物件しか届出対
象外とはなっていなかったため、県や市の条例に基づく指定物件
に対しても届出対象外とするもの。 

4 号･･･景観地区においては、法において焼失等した重要文化財の再
現行為についても、市長がやむを得ないと認めたものは制限等の
適用除外とすることが規定されているため、景観地区以外地区に
おいても同様の規定を設けるもの。 

5 号･･･条例第 22 条における都市景観形成建築物等の現状変更届出
があったものについては、規則第７条第１項及び第２項のカッコ
書き部で、法第 16 条（及び条例第 10 条）に基づく（通常の）行
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条 項 改正趣旨等 
為の届出を不要とすることが規定されているが、条例構成の整理
として、その他の適用除外行為同様、本条で規定し直すもの。
（景観重要建造物については法にて既に適用除外となっている） 

6 号･･･今後市の取扱基準で規定しなければならないものの発生を
想定し、その根拠となるために規定するもの。 

第 15 条 ●届出台帳の公開時期の見直し
・本条では、届出内容を台帳にて公開することを規定しており、現行、

届出に係る台帳の公開時期は、法の届出に先立つ条例での設計段階協
議届出の際として規定している。ただし、その段階では、当該協議に
より届出内容が常に変動する状況にあるため、計画内容が固まる法届
出の後に改めるもの。（なお、景観地区においては法第 80 条において
台帳に代わる概要書の閲覧が既に規定されている。）

第 16 条第 1 項 ●是正命令等に従わない者の公表を追加
・現行、本条では、是正勧告に従わない者の公表を規定しているが、是

正命令に従わない者の公表は規定されていなかったため、今回追加す
るもの。

第 35 条 ●景観地区内における設計段階協議の対象の拡大
・景観地区以外の景観計画区域においては、全ての届出対象行為に対し、

法の届出前の事前協議として設計段階協議に係る届出の義務を課し、
景観形成指針を基に当該計画地に見合った景観配慮の方策等について
の協議を主に行っているが、景観地区では申請対象行為の一部につい
てのみにしか設計段階協議の義務を課していないことから、景観地区
外の地区同様に全ての申請対象行為にその対象を拡大するもの。なお、
設計段階協議における審議会への意見聴取については、これまでどお
り一定規模を超えるものだけを対象とする。

第 38 条第 2 項 
第 47 条第 2 項 

●景観地区の制限が適用除外となる行為に対する制限の扱いを規定
・景観地区以外の地区同様に、景観地区制限が適用除外となる行為につ

いても、当該制限に適合するよう努める必要があること規定するもの。 
第 40 条 ●景観地区の工作物における、適用除外規定の整理

・景観への影響が少ないと市長が認める工作物についての適用除外規定
は、現行、本条と第 47 条第 1 項第 7 号で重複して規定されているた
め、景観地区以外の地区や景観地区内の建築物の規定の方法に合わせ、
第 47 条の適用除外規定に統合するもの。

第 42 条 ●外観の変更に係る定義の明確化
・現行、既存の色と同色で外壁等を塗り替える場合であっても、「外観を

変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」に該当する
ものとして、一定規模を超えるものは届出義務や制限への適合義務を
課す運用をしており、景観計画にもその旨を明確に規定しているが、
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条 項 改正趣旨等 
条例上での規定はなされておらず、それが原因で届出者等とトラブル
となることもあったため、条例・規則上でも同様に明文化するもの。
なお、同色塗替えを外観の変更として扱う理由は、汚れや経年劣化を
伴う既存色と全く同色での塗替えは現実不可能に近いことや、そもそ
も既存の色とはどの時点（建設時？制限適用時？現在？）のものを言
うのか法でも明確に規定されていないためである。また、仮に既存色
での塗替を届出対象から外した場合、制限への適合義務もなくなるた
め、既存色が違反や既存不適格となる場合には、いつまでもその改善
が図れないことや、違反でなくても景観指針によるより適切な色への
協議ができないこと等の問題が残る。 

第 50 条 ●景観地区の開発行為等における、適用除外規定の整理
・本文ただし書きについては第 40 条の改正趣旨同様。
・第１号については「宅地の造成」という表現を景観法での表現にあわ

せることとするもので、第 2 号については都市計画書の改定に伴うも
の（規則第 46 条の改正趣旨参照）

第 63 条 ●維持保全義務範囲の規定の見直し
・本条にて、建築等行為後の維持保全段階における制限適合義務につい

て規定しているが、現行の規定はあくまで建築物や工作物単体につい
ての適合についてしかふれておらず、間口緑視率等の植栽等含む敷地
に関する適合性については直接的にふれられていなかったため、その
旨を明確に規定するもの。

第 64 条 ●地区の景観を著しく阻害する物件への是正等要請に係る規定の見直し
・本条は、地区の景観を著しく阻害する物件の所有者に対する是正等の

要請に係る規定であるが、前段の第 63 条同様、その要請の対象となる
者の中に敷地に係る所有者が含まれていなかったため、その旨を明確
に規定するもの。

雑 

則

景
観
地
区



5 

規 則 

条 項 改正趣旨等 
第３条／第５
条の４／第 30
条／別表４第
11 号 

●表現の統一
・現行、条文中で「良好な景観の形成に影響を及ぼす恐れがない」とい

う表現と、それに同意で表現の異なるものが複数存在するため、それ
らの表現を、法の表現に合わせて「良好な景観の形成に支障を及ぼす
恐れが少ない」「良好な景観の形成に支障を及ぼす恐れが大きい」に統
一するもの。

第７条第１項
２項カッコ書
（旧） 

●届出対象から除かれる行為の整理
・条例第 11 条第３項第 5 号の改正趣旨を参照。

第７条第１項
第３号 

●外観の変更に係る定義の明確化
・条例第 47 条第 4 項第 3 号の改正趣旨を参照

第 10 条第 1 項 ●法定の届出の添付図書
・条例第１５条の規定により公開用台帳に供する図書について、現行の

運用にあわせて、法の届出の際に届出者が添付すること規定するもの。 
第 31 条第 1 項
（旧）及び同
条第 5 項 

●景観地区における設計段階協議の対象の拡大
・条例第 35 条の改正趣旨を参照

第 36 条 ●景観地区における建築物の適用除外物件の見直し
・本条では、法からの委任により、景観地区の制限が適用除外となる建

築物について、法で定めるもの以外で市が必要と判断するものを規定
しているが、諸般の理由により以下のものについて新たに追加するも
の。

2 号･･･外観の変更においては、現行、各壁面で過半を超えない変更
の場合は適用除外としていたが、これだけの条件であれば、極端
に小規模な建築物であっても一面でも過半を超えるものは適用対
象となってしまうため、床面積の要件を今回加えこれを解消する
よう改めるもの。 

3・4 号･･･重要文化財等は、現行、国の指定物件しか適用除外とな
っていなかったため、県や市の条例に基づく指定物件に対しても
適用除外とするよう見直すもの。 

第 45 条 ●景観地区における工作物の適用除外物件の見直し
・本項では、景観地区の制限が適用除外となる工作物を規定しているが、

諸般の理由により以下のものについて新たに追加するもの。
4・5 号･･･重要文化財等は、現行、国の指定物件しか適用除外とな
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条 項 改正趣旨等 
っていなかったため、県や市の条例に基づく指定物件に対しても
適用除外とするよう見直すもの。 

6・7 号･･･景観重要公共施設は、条例第５５条の開発行為等におい
ては適用除外となっているが、同公共施設の工作物については適用
除外となっていなかったためここで追加するもの。（なお、法にお
いては景観重要公共施設については道路や公園、港湾等を想定対象
とし、純粋な工作物とは区別しているが、本市においては道路及び
公園についても工作物として規定をし、建築物同様の規制・誘導を
行っているため、今回の改正が必要となったもの。） 

第 46 条 ●景観地区における開発行為等における許可対象行為の見直し
・本条では、景観法第 73 条第１項に基づき景観地区での制限対象とな

る開発行為等について規定しているが、別途景観法施行令第 22 条第
４号では当該制限を適用除外とすべき行為が規定されており、その適
用除外行為が本条には反映されていない状況であったため、今回、施
行令の規定を反映した内容に見直すもの。なお、これにより開発行為
等のうち木竹の植栽についての制限は、本条から景観地区の都市計画
書に移行する。

第 53 条の２ ●景観地区における開発行為等における適用除外行為の見直し
・本項では、景観地区の制限が適用除外となる開発行為等を規定するこ

とになるが、現行、未制定となっていたため、建築物や工作物での規
定同様に、「景観の形成に支障を及ぼす恐れが少ないと認める行為」
を新たに追加し、例外的な案件の対応を図るもの。

別表第４ 
別表第５ 

●景観地区における計画策定段階協議等の審議会審議対象の見直し
・令和４年度の条例・規則改正において、景観地区以外の地区では、

外観の変更に係る行為については計画策定段階協議及び設計段階協
議における審議会の意見聴取を不要と改めたことから、それに合わ
せ景観地区においても同様の対応とするよう見直すもの。なお、外観
の変更について審議会の意見聴取を不要とした理由は以下のとおり。
①計画策定段階ではなく設計段階時点の協議で十分意見反映が可
　能。
②また、現在指定している景観地区においては、戸建住宅等の比較的

小規模なものが多いため、設計段階での協議においても、審議会の
意見聴取無しに市単独で協議対応が可能な案件が大半となってい
る。（なお、市単独での協議が難しい協議案件があれば、条例規則第
５条の４第３項第３号の規定等に基づき「市長が協議を必要と認め
るもの」として、審議会での意見を聴くことは可能である。）

別表第７ ・第 46 条の改正に伴う条項番号等の整理
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 条 項 改正趣旨等 
 別表第２ ●工作物の高さ算定の見直し 

・現行、工作物の最高高さは、接する地盤の最も低い位置から当該工作
物の最も高い位置までと規定しているが、建築物については建築基準
法で規定する平均地盤面から当該建築物の最も高い位置と規定してい
るため、建築物のような箱状の形態をもつ工作物については、建築物
と同様に接する地盤の最も低い位置からでなく、平均地盤面からの高
さとし、建築物と工作物の整合を図るもの。 

 
 
 

 ３ 都市計画書改定案                                                                           

別紙「新旧対照表」参照 
 
 
 

 ４ 今後の予定                                                                           

 
令和６年 １月 23 日 西宮市都市景観・屋外広告物審議会【報告】 

２〜3 月  地元説明等 
5 月  西宮市都市景観・屋外広告物審議会【諮問】 
9 月  市議会【上程】  

10 月 1 日  公告 
10〜12 月  周知期間 

令和 7 年 １月  施 行 
 

今回 



 

 

西宮市都市景観条例 

   1                               【別紙１】 

西宮市都市景観条例（一部改正） 

新 旧 対 照 表 

現 行 改 正（案） 

 

西宮市都市景観条例 
（平成２１年７月１５日） 

（西宮市条例第８号） 
沿 革 
平成２５年７月１０日 条例３号 
平成２５年１２月２７日 条例３５号 
平成２８年７月１４日 条例１０号 
令和元年９月２５日 条例２９号 
令和２年３月２７日 条例８５号 
令和２年１２月２１日 条例２５号 
令和４年３月２２日 条例３３号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

西宮市都市景観条例 
（平成２１年７月１５日） 

（西宮市条例第８号） 
沿 革 
平成２５年７月１０日 条例３号 
平成２５年１２月２７日 条例３５号 
平成２８年７月１４日 条例１０号 
令和元年９月２５日 条例２９号 
令和２年３月２７日 条例８５号 
令和２年１２月２１日 条例２５号 
令和４年３月２２日 条例３３号 
令和 6 年●月●日 条例●号 
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（景観重点地区） 
第７条 市は、重点的に都市景観の形成を図るため、景観計画区域のうち前

条第１項各号のいずれかに該当する地区を景観重点地区として指定する
ことができる。 

２   略 
３ 市は、第１項の規定により景観重点地区を指定したときは、景観計画に、

当該景観重点地区における景観形成指針及び景観形成基準を定めるもの
とする。 

 
 
（景観計画区域内における行為に係る計画策定段階協議）  
第９条の２ 景観計画区域（景観地区（法第６１条第１項に規定する景観地

区をいう。以下同じ。）を除く。次条第１項において同じ。）内において、
次に掲げる行為に関する計画（以下この条において「計画」という。）を策
定しようとする者は、あらかじめ、良好な景観の形成に対する配慮事項及
びその方策等について、規則で定めるところにより市長に申し出て、その
協議（以下「計画策定段階協議」という。）をしなければならない。ただし、
当該行為が良好な景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと市長が認め
る場合は、協議を要しない。 

(１)    略 
(２) 前号に掲げる行為のほか、道路、公園その他の公共施設又は公益的施設

の整備に係る行為のうち、良好な景観の形成に大きな影響を及ぼすおそれ
があるものとして規則で定めるもの 

２   略  
３   略  

（景観重点地区） 
第７条 市は、重点的に都市景観の形成を図るため、景観計画区域のうち前

条第１項各号のいずれかに該当する地区を景観重点地区として指定する
ことができる。 

２   略 
３ 市は、第１項の規定により景観重点地区を指定したときは、景観計画に、

当該景観重点地区における景観形成指針及び当該景観重点地区における
景観形成基準となる重点地区基準を定めるものとする。 

 
 
（景観計画区域内における行為に係る計画策定段階協議）  
第９条の２ 景観計画区域（景観地区（法第６１条第１項に規定する景観地

区をいう。以下同じ。）を除く。次条第１項において同じ。）内において、
次に掲げる行為に関する計画（以下この条において「計画」という。）を策
定しようとする者は、あらかじめ、良好な景観の形成に対する配慮事項及
びその方策等について、規則で定めるところにより市長に申し出て、その
協議（以下「計画策定段階協議」という。）をしなければならない。ただし、
当該行為が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ないと市長が認
める場合は、協議を要しない。 

(１)    略 
(２) 前号に掲げる行為のほか、道路、公園その他の公共施設又は公益的施設

の整備に係る行為のうち、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが大き
いものとして規則で定めるもの 

２   略  
３   略  
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４   略  
 
 
（景観計画区域内における行為に係る設計段階協議） 
第１０条   略 
２   略 
３ 第１項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観形成指針

に適合させるよう努めなければならない。 
 
４ 第１項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観形成基準

に適合させるようにしなければならない。 
 
５ 第１項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る行為の内容に変

更があった場合は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出な
ければならない。 

 
６ 市長は、第１項又は前項の規定による届出（規則で定める行為に係るも

のに限る。）があった場合において、当該届出に係る第１項の協議をしよう
とするときは、設計内容における良好な景観の形成に対する配慮事項及び
その方策等について、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、当該届出に係る行為が良好な景観の形成に影響を及ぼすおそれが
ないと市長が認める場合は、この限りでない。 

７   略 
８   略 
９   略 

４   略  
 
 
（景観計画区域内における行為に係る設計段階協議） 
第１０条   略 
２   略 
３ 第１項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為（当該行為に係

る敷地への行為を含む。次号及び第１７条において同じ。）を景観形成指針
に適合させるよう努めなければならない。 

４ 第１項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観形成基準
（第７条第３項の規定による重点地区基準を含む。以下同じ。）に適合させ
るようにしなければならない。 

５ 第１項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る行為の内容に変
更があった場合は、法第１６条第２項の規定による届出の前に、規則で定
めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、当該変更に
ついて市長が軽微なものと判断したときはこの限りでない。 

６ 市長は、第１項又は前項の規定による届出（規則で定める行為に係るも
のに限る。）があった場合において、当該届出に係る第１項の協議をしよう
とするときは、設計内容における良好な景観の形成に対する配慮事項及び
その方策等について、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、当該届出に係る行為が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが
少ないと市長が認める場合は、この限りでない。 

７   略 
８   略 
９   略 
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（法定の届出等） 
第１１条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、前条第１項第４

号に掲げる行為とする。 
２ 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「法施行規

則」という。）第１条第２項第４号の条例で定める図書は、完成予想図その
他の規則で定める図書とする。 

３ 法第１６条第２項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、そ
の変更により同条第１項の規定による届出に係る行為が同条第７項各号
に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。 

４ 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、前条第１項各号に掲
げる行為以外のものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（法定の届出等） 
第１１条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、前条第１項第４

号に掲げる行為とする。 
２ 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「法施行規

則」という。）第１条第２項第４号の条例で定める図書は、完成予想図その
他の規則で定める図書とする。 

 
     
 
３ 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、前条第１項各号に掲

げる行為以外のもの及び次に掲げるものとする。 
 (１) 仮設の建築物の建築等 
(２) 兵庫県文化財保護条例（昭和３９年兵庫県条例第５８号）第１２条第

１項の許可、同法第２９条第１項の届出又は同法第３３条により準用す
る同法第１２条第１項の許可に係る行為 

(３) 西宮市文化財保護条例（昭和４８年西宮市条例第３号）第１０条第１
項の許可又は同法第２２条若しくは同法第２５条により準用する同法
第１０条第１項の許可に係る行為 

(４) 第１８条第７項第１号から第３号までに掲げるものであった建築物
又は工作物の原形を再現する行為のうち、市長がやむを得ないと認めた
行為 

(５) 第２２条第１項前段の規定による届出又は同条第４項後段の規定に
よる通知（同条第１項前段に規定する行為に係るものに限る。）に係る行
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（届出事項等の公開） 
第１５条 市長は、第１０条第１項若しくは第５項の規定による届出又は同

条第８項後段若しくは同条第９項の規定において読み替えて準用する同
条第５項の規定による通知（いずれも同条第１項第１号に掲げる行為に係
るものに限る。）があったときは、規則で定める事項を記載した台帳を作成
し、規則で定めるところにより当該台帳及び規則で定める図書を一般の閲
覧に供するものとする。 

 
 
（公表） 
第１６条 市長は、法第１６条第３項又は第１４条の規定による勧告を受け

た者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところに
より、その旨を公表することができる。 

 
２   略 
 
 
（都市景観形成建築物等の指定等） 
第１８条   略 
２   略  

為 
(６) その他市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ないと認

める行為 
 
 
（届出事項等の公開） 
第１５条 市長は、法第１６条第１項若しくは同条第２項の規定による届出

又は同条第５項後段の規定による通知があったときは、規則で定める事項
を記載した台帳を作成し、規則で定めるところにより当該台帳及び規則で
定める図書を一般の閲覧に供するものとする。 

 
 
 
 
（公表） 
第１６条 市長は、法第１６条第３項若しくは第１４条の規定による勧告又

は法第１７条第１項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該
勧告又は命令に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公
表することができる。 

２   略 
 
 
（都市景観形成建築物等の指定等） 
第１８条   略 
２   略  
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３   略 
４   略 
５   略 
６   略 
７ 第１項の規定は、次の各号に該当する建築物又は工作物（第２１条第３

項において「指定対象外建築物等」という。）には適用しない。 
 (１) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により重要文化

財、重要有形民俗文化財又は史跡、名勝若しくは天然記念物に指定され、
又は仮指定されたもの 

(２) 兵庫県文化財保護条例（昭和３９年兵庫県条例第５８号）の規定によ
り兵庫県指定重要有形文化財、兵庫県指定重要有形民俗文化財又は兵庫
県指定史跡名勝天然記念物に指定されたもの 

(３) 西宮市文化財保護条例（昭和４８年西宮市条例第３号）の規定により
西宮市指定重要有形文化財、西宮市指定重要有形民俗文化財又は西宮市
指定史跡名勝天然記念物に指定されたもの 

(４) 法第１９条第１項の規定により景観重要建造物に指定されたもの 
 
 
 
（景観地区内における行為に係る設計段階協議） 
第３５条 景観地区内において、法第６３条第１項の規定による申請、法第

６６条第２項の規定による通知、第４１条第１項の規定による申請、第４
４条第２項の規定による通知、第５１条第１項の規定による申請又は第５
２条第１項の規定による協議（以下この条において「申請等」という。）の
必要な行為のうち、規則で定めるものを行おうとする者は、当該申請等を

３   略 
４   略 
５   略 
６   略 
７ 第１項の規定は、次の各号に該当する建築物又は工作物（第２１条第３

項において「指定対象外建築物等」という。）には適用しない。 
(１) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により重要文化

財、重要有形民俗文化財又は史跡、名勝若しくは天然記念物に指定され、
又は仮指定されたもの 

(２) 兵庫県文化財保護条例の規定により兵庫県指定重要有形文化財、兵
庫県指定重要有形民俗文化財又は兵庫県指定史跡名勝天然記念物に指
定されたもの 

(３) 西宮市文化財保護条例の規定により西宮市指定重要有形文化財、西
宮市指定重要有形民俗文化財又は西宮市指定史跡名勝天然記念物に指
定されたもの 

(４) 法第１９条第１項の規定により景観重要建造物に指定されたもの 
 
 
 
（景観地区内における行為に係る設計段階協議） 
第３５条 景観地区内において、法第６３条第１項の規定による申請、法第

６６条第２項の規定による通知、第４１条第１項の規定による申請、第４
４条第２項の規定による通知、第５１条第１項の規定による申請又は第５
２条第１項の規定による協議（以下この条において「申請等」という。）の
必要な行為を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該申請等
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行う前に、当該行為に係る設計内容を市長に届け出て、協議をしなければ
ならない。 

 
 
 
（計画の認定を要しない建築物） 
第３８条 法第６９条第１項第５号に規定する景観地区における良好な景

観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物は、次に掲げるものとす
る。 
(１) 工事又は祭礼等のために必要な仮設の建築物 
(２) 地下に建築等をする建築物 
(３) その他規則で定める建築物 

 
 
 
 
（要認定工作物の形態意匠等の制限） 
第４０条 景観地区内の工作物（規則で定めるものに限る。以下「要認定工

作物」という。）の形態意匠等は、規則で定める基準に適合するものでなけ
ればならない。ただし、市長が審議会の意見を聴いて、景観地区における
良好な景観形成に影響を及ぼすおそれがないと認める要認定工作物につ
いては、この限りでない。 

 
 
 

を行う前に、当該行為に係る設計内容を市長に届け出て、協議をしなけれ
ばならない。ただし、当該行為が良好な景観の形成に影響を及ぼすおそれ
が少ないと市長が認める場合は、協議を要しない。 

 
 
（適用除外） 
第３８条 法第６９条第１項第５号に規定する景観地区における良好な景

観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物は、次に掲げるものとす
る。 
(１) 工事又は祭礼等のために必要な仮設の建築物 
(２) 地下に建築等をする建築物 
(３) その他規則で定める建築物 

２ 前項各号に掲げる建築物の形態意匠については、法第６２条の規定に適
合させるよう努めなければならい。 

 
 
（要認定工作物の形態意匠等の制限） 
第４０条 景観地区内の工作物（規則で定めるものに限る。以下「要認定工

作物」という。）の形態意匠等は、規則で定める基準に適合するものでなけ
ればならない。 
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（違反した要認定工作物に対する措置） 
第４２条 市長は、第４０条の規定に違反した要認定工作物があるときは、

建設等工事主（要認定工作物の建設等をする者をいう。以下同じ。）、当該
要認定工作物の建設等の工事の請負人（請負工事の下請人を含む。以下同
じ。）若しくは現場管理者又は当該要認定工作物の所有者、管理者若しくは
占有者に対し、当該要認定工作物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相
当の期限を定めて当該要認定工作物の改築、修繕、模様替、色彩の変更そ
の他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずるこ
とができる。 

 
２  略 
３  略 
４  略 
５  略 
 
 
（適用除外） 
第４７条 この節の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 

(１) 令第１１条各号及び令第２０条第６号イに規定する法律の規定並び
にこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で、当該要認定工作物又は
その部分の形態意匠に係るものに基づく当該要認定工作物又はその部
分の形態意匠 

(２) 屋外広告物法第４条又は第５条の規定に基づく条例の規定に適合す
る屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置 

(３) 法第１９条第１項の規定により景観重要建造物として指定された要

（違反した要認定工作物に対する措置） 
第４２条 市長は、第４０条の規定に違反した要認定工作物があるときは、

建設等工事主（要認定工作物の建設等をする者をいう。以下同じ。）、当該
要認定工作物の建設等の工事の請負人（請負工事の下請人を含む。以下同
じ。）若しくは現場管理者又は当該要認定工作物の所有者、管理者若しくは
占有者に対し、当該要認定工作物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相
当の期限を定めて当該要認定工作物の改築、修繕、模様替、色彩の変更（行
為前と同じ材種又は同じ色による修繕若しくは模様替又は色彩の変更を
含む。以下同じ。）その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をと
ることを命ずることができる。 

２  略 
３  略 
４  略 
５  略 
 
 
（適用除外） 
第４７条 この節の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 

(１) 令第１１条各号及び令第２０条第６号イに規定する法律の規定並び
にこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で、当該要認定工作物又は
その部分の形態意匠に係るものに基づく当該要認定工作物又はその部
分の形態意匠 

(２) 屋外広告物法第４条又は第５条の規定に基づく条例の規定に適合す
る屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置 

(３) 法第１９条第１項の規定により景観重要建造物として指定された要
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現 行 改 正（案） 

認定工作物 
(４) 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念

物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された要認定工
作物 

(５) 文化財保護法第１４３条第１項の伝統的建造物群保存地区内にある
要認定工作物 

(６) 第４号に掲げる要認定工作物であったものの原形を再現する要認定
工作物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの 

(７) その他景観地区における良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが
少ない要認定工作物として規則で定めるもの 

 
 
２   略 
３   略   
 
 
（開発行為等の制限）   
第５０条 景観地区内において行われる法第７３条第１項に規定する開発

行為その他政令で定める行為（次に掲げるもののうち、規則で定めるもの
に限る。以下「開発行為等」という。）は、規則で定める基準に適合するも
のでなければならない。ただし、市長が審議会の意見を聴いて、景観地区
における良好な景観形成に影響を及ぼすおそれがないと認める開発行為
等については、この限りでない。 
(１) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 
 

認定工作物 
(４) 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念

物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された要認定工
作物 

(５) 文化財保護法第１４３条第１項の伝統的建造物群保存地区内にある
要認定工作物 

(６) 第４号に掲げる要認定工作物であったものの原形を再現する要認定
工作物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの 

(７) その他景観地区における良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが
少ない要認定工作物として規則で定めるもの  

２ 前項第７号に掲げる要認定工作物の形態意匠等については、法第４０条
の規定に適合させるよう努めなければならい。 

３   略 
４   略 
 
 
（開発行為等の制限）   
第５０条 景観地区内において行われる法第７３条第１項に規定する開発

行為その他政令で定める行為（次に掲げるもののうち、規則で定めるもの
に限る。以下「開発行為等」という。）は、規則で定める基準に適合するも
のでなければならない。 

 
 

(１) 開発行為（都市計画法第４条第１２項に規定するものをいう。）、土地
の開墾その他の土地の形質の変更 
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現 行 改 正（案） 

(２) 木竹の植栽（建築物の新築に伴うものを含む。）又は伐採 
(３) 土石の採取又は鉱物の掘採 
(４) 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。）又は
再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８
号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。）のたい積 

(５) 水面の埋立て又は干拓 
(６) 特定照明 

 
 
（維持及び保全） 
第６３条 建築物、工作物又は広告物の所有者等は、当該建築物、工作物又

は広告物を景観形成指針及び景観形成基準に適合する状態に維持し、及び
保全するよう努めなければならない。 

 
 
（既存の建築物等の所有者等に対する要請） 
第６４条 市長は、既存の建築物、工作物又は広告物が当該地区の都市景観

を著しく阻害していると認めるときは、当該建築物、工作物又は広告物の
所有者等に対し、都市景観の形成に関して必要な措置をとるよう要請する
ものとする。 

 
 
 

(２) 木竹の伐採 
(３) 土石の採取又は鉱物の掘採 
(４) 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。）又は
再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８
号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。）のたい積 

(５) 水面の埋立て又は干拓 
(６) 特定照明 

 
 
（維持及び保全） 
第６３条 建築物、工作物又は広告物の所有者等は、当該建築物、工作物、

広告物及びその敷地の状態を景観形成指針及び景観形成基準に適合する
状態に維持し、及び保全するよう努めなければならない。 

 
 
（既存の建築物等の所有者等に対する要請） 
第６４条 市長は、既存の建築物、工作物、広告物及びその敷地の状態が当

該地区の都市景観を著しく阻害していると認めるときは、当該建築物、工
作物又は広告物の所有者等に対し、都市景観の形成に関して必要な措置を
とるよう要請するものとする。 
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景観法及び西宮市都市景観条例の施行に関する規則（一部改正） 

新 旧 対 照 表 

現 行 改正（案） 

 

景観法及び西宮市都市景観条例の施行に関する規則 

 
（平成２１年９月３０日） 

（西宮市規則第１９号） 
沿 革 
平成２３年９月２７日 規則１６号［１］ 
平成２５年３月１８日 規則４５号［２］ 
平成２７年１２月２５日 規則４０号［３］ 
平成２８年９月６日 規則１１号［４］ 
平成２８年１１月１０日 規則１６号［５］ 
令和元年９月２５日 規則１５号［６］ 
令和元年１２月２７日 規則２６号［７］ 
令和２年２月２８日 規則３７号［８］ 
令和２年５月２９日 規則１１号［９］ 
令和４年３月２２日 規則６２号［１０］ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（平成２１年９月３０日） 
（西宮市規則第１９号） 

沿 革 
平成２３年９月２７日 規則１６号［１］ 
平成２５年３月１８日 規則４５号［２］ 
平成２７年１２月２５日 規則４０号［３］ 
平成２８年９月６日 規則１１号［４］ 
平成２８年１１月１０日 規則１６号［５］ 
令和元年９月２５日 規則１５号［６］ 
令和元年１２月２７日 規則２６号［７］ 
令和２年２月２８日 規則３７号［８］ 
令和２年５月２９日 規則１１号［９］ 
令和４年３月２２日 規則６２号［１０］ 
令和 6 年●月●日 規則●号 
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現 行 改正（案） 

（規則で定める工作物） 
第３条 条例第２条第３号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるも

のとする。 
(１)  
(２)  
(３)  
(４)  
(５)  
(６)  
(７)  
(８)     略 
(９)  
(１０)  
(１１)  
(１２)  
(１３)  
(１４)  
(１５)  
(１６) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を妨げるおそれがあ

る工作物として市長が指定するもの 
 
 
（計画策定段階協議を要する行為） 
第５条の４   略 
２   略  

（規則で定める工作物）  
第３条 条例第２条第３号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるも

のとする。 
(１)  
(２)  
(３)  
(４)  
(５)  
(６)  
(７)  
(８)     略 
(９)  
(１０)  
(１１)  
(１２)  
(１３)  
(１４)  
(１５)  
(１６) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそ

れが大きい工作物として市長が指定するもの 
 
 
（計画策定段階協議を要する行為）  
第５条の４   略 
２   略  
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現 行 改正（案） 

３ 条例第９条の２第１項第２号に規定する規則で定める行為は、次に掲げ
るものとする。 

(１) 幅員が１５メートル以上の道路の建設 
(２) ５,０００平方メートル以上の公園、緑地、広場又はこれらに類するも

のの建設 
(３) 前２号に掲げるもののほか、公共施設又は公益的施設等（景観上特に重

要であると市長が認めるものに限る。）の整備に係る行為のうち、良好な景
観の形成に大きな影響を及ぼすおそれがあると市長が認めるもの 

 
 
（届出対象となる行為） 
第７条 条例第１０条第１項第１号に規定する規則で定める建築等は、次に

掲げる建築等（条例第２２条第１項前段の規定による届出又は同条第４項
後段の規定による通知（同条第１項前段に規定する行為に係るものに限
る。）をして行う行為及び市長が都市景観の形成上大きな影響を及ぼすこ
とがないと認める行為を除く。）とする。 
(１)    略 
(２)    略 
(３) 別表第２アの欄に掲げる地域、区域又は地区の区分に応じ、それぞれ

同表イの欄に掲げる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは
模様替又は色彩の変更で、いずれかの面の見付面積（張間方向又は桁行
き方向の鉛直投影面積（擁壁、高架道路等、橋りょう等その他これらに
類するものにあっては、その延長方向に垂直な方向の鉛直投影面積）を
いう。以下同じ。）の過半が変更されることとなるもの 

 

３ 条例第９条の２第１項第２号に規定する規則で定める行為は、次に掲げ
るものとする。 

(１) 幅員が１５メートル以上の道路の建設 
(２) ５,０００平方メートル以上の公園、緑地、広場又はこれらに類するも

のの建設 
(３) 前２号に掲げるもののほか、公共施設又は公益的施設等（景観上特に重

要であると市長が認めるものに限る。）の整備に係る行為のうち、良好な景
観の形成に支障を及ぼすおそれが大きいと市長が認めるもの 

 
 
（届出対象となる行為） 
第７条 条例第１０条第１項第１号に規定する規則で定める建築等は、次に

掲げる建築等とする。 
 
 
 
(１)   略 
(２)   略 
(３) 別表第２アの欄に掲げる地域、区域又は地区の区分に応じ、それぞれ

同表イの欄に掲げる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは
模様替又は色彩の変更（行為前と同じ材種又は同じ色による修繕若しく
は模様替又は色彩の変更を含む。以下同じ。）で、いずれかの面の見付面
積（張間方向又は桁行き方向の鉛直投影面積（擁壁、高架道路等、橋り
ょう等その他これらに類するものにあっては、その延長方向に垂直な方
向の鉛直投影面積）をいう。以下同じ。）の過半が変更されることとなる
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現 行 改正（案） 

 
(４)    略 
(５)    略 

２ 条例第１０条第１項第２号に規定する規則で定める建設等は、次に掲げ
る建設等（条例第２２条第１項前段の規定による届出又は同条第４項後段
の規定による通知（同条第１項前段に規定する行為に係るものに限る。）を
して行う行為及び市長が都市景観の形成上大きな影響を及ぼすことがな
いと認める行為を除く。）とする。 
(１)  
(２)  
(３)  
(４)    略 
(５)  
(６)  
(７)  
(８)  

３   略  
４   略                             

 
 
（法定の届出の添付図書） 
第１０条 条例第１１条第２項に規定する規則で定める図書は、完成予想

図、設計段階協議済通知書の写し及び次に掲げる図書とする。 
 

(１)  

もの 
(４)    略 
(５)    略 

２ 条例第１０条第１項第２号に規定する規則で定める建設等は、次に掲げ
る建設等とする。 

 
 
 

(１)  
(２)  
(３)  
(４)    略 
(５)  
(６)  
(７)  
(８)  

３   略  
４   略  
 
 
（法定の届出の添付図書） 
第１０条 条例第１１条第２項に規定する規則で定める図書は、完成予想

図、設計段階協議済通知書の写し、条例第１５条で規定する一般の閲覧に
供する図書その他市長が必要と認める図書及び次に掲げる図書とする。 

 (１)  
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現 行 改正（案） 

(２)  
(３)    略 
(４)  
(５)  
(６)  

２ 法第１６条第２項の規定による届出は、当該変更に係る事項に関する図
書その他市長が必要と認める図書を添付して行わなければならない。 

 
 
 
（景観地区内における行為に係る計画策定段階協議についての準用） 
第３０条 第５条の２から第５条の８までの規定は、景観地区（法第６１条

第１項に規定する景観地区をいう。以下同じ。）内において、条例第３５条
に規定する申請等の必要な行為に関する計画を策定しようとする者につ
いて準用する。この場合において、第５条の３第１項中「条例第１０条第
１項の規定による届出若しくは同条第８項後段の規定による通知を行う
日」とあるのは「条例第３５条の規定による届出を行う日」と、第５条の
４第２項中「第８条第１項第１号から第３号までに掲げる行為（申出をす
る者が国の機関又は地方公共団体（以下「国の機関等」という。）である場
合にあっては、次に掲げる行為）」とあるのは「別表第４に掲げる行為」と、
同条第３項中「次に掲げるもの」とあるのは「良好な景観の形成に大きな
影響を及ぼすおそれがあると市長が認める行為」と読み替えるものとす
る。 

 
 

(２)  
(３)         略 
(４)  
(５)  
(６)  

２ 法第１６条第２項の規定による届出は、当該変更に係る事項に関する図
書その他市長が必要と認める図書を添付して行わなければならない。 

 
 
 
（景観地区内における行為に係る計画策定段階協議についての準用） 
第３０条 第５条の２から第５条の８までの規定は、景観地区（法第６１条

第１項に規定する景観地区をいう。以下同じ。）内において、条例第３５条
に規定する申請等の必要な行為に関する計画を策定しようとする者につ
いて準用する。この場合において、第５条の３第１項中「条例第１０条第
１項の規定による届出若しくは同条第８項後段の規定による通知を行う
日」とあるのは「条例第３５条の規定による届出を行う日」と、第５条の
４第２項中「第８条第１項第１号から第３号までに掲げる行為（申出をす
る者が国の機関又は地方公共団体（以下「国の機関等」という。）である場
合にあっては、次に掲げる行為）」とあるのは「別表第４に掲げる行為」と、
同条第３項中「次に掲げるもの」とあるのは「良好な景観の形成に支障を
及ぼすおそれが大きいと市長が認める行為」と読み替えるものとする。 
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現 行 改正（案） 

（景観地区内における行為に係る設計段階協議） 
第３１条 条例第３５条に規定する規則で定める行為は、別表第５に掲げる

行為とする。 
２ 条例第３５条の協議（以下「景観地区内設計段階協議」という。）は、次

に掲げる制限事項に適合させるために必要な具体的な配慮事項及びその
方策等について行うものとする。 
(１) 法第６１条第２項第１号に掲げる制限事項 
(２) 第３８条に規定する要認定工作物の形態意匠等の制限事項 
(３) 第４７条に規定する開発行為等の制限事項 

３ 条例第３５条の規定による届出は、景観地区内設計段階協議届出書を市
長に提出して行わなければならない。 

４ 条例第３５条の規定による届出を行った者は、当該届出の内容に変更
（軽微な変更を除く。）があった場合は、景観地区内設計段階協議変更届出
書を市長に提出しなければならない。 

５ 景観地区内設計段階協議届出書又は景観地区内設計段階協議変更届出
書には、当該行為が該当する別表第１ 行為の欄に掲げる行為の区分に応
じ、それぞれ同表図書の欄に定める図書その他市長が必要と認める図書を
添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めると
きは、これを省略することができる。 

６ 市長は、景観地区内設計段階協議届出書又は景観地区内設計段階協議変
更届出書が提出されたときは、第２項に規定する具体的な配慮事項及びそ
の方策等について審議会の意見を聴かなければならない。 

 
 
７ 市長は、景観地区内設計段階協議が終了したときは、条例第３５条の規

（景観地区内における行為に係る設計段階協議） 
第３１条  
 
１ 条例第３５条の協議（以下「景観地区内設計段階協議」という。）は、次

に掲げる制限事項に適合させるために必要な具体的な配慮事項及びその
方策等について行うものとする。 
(１) 法第６１条第２項第１号に掲げる制限事項 
(２) 第３８条に規定する要認定工作物の形態意匠等の制限事項 
(３) 第４７条に規定する開発行為等の制限事項 

２ 条例第３５条の規定による届出は、景観地区内設計段階協議届出書を市
長に提出して行わなければならない。 

３ 条例第３５条の規定による届出を行った者は、当該届出の内容に変更
（市長が軽微な変更と認めるものを除く。）があった場合は、景観地区内設
計段階協議変更届出書を市長に提出しなければならない。 

４ 景観地区内設計段階協議届出書又は景観地区内設計段階協議変更届出
書には、当該行為が該当する別表第１ 行為の欄に掲げる行為の区分に応
じ、それぞれ同表図書の欄に定める図書その他市長が必要と認める図書を
添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めると
きは、これを省略することができる。 

５ 市長は、別表第５に掲げる行為に係る景観地区内設計段階協議届出書又
は景観地区内設計段階協議変更届出書が提出されたときは、第１項に規定
する具体的な配慮事項及びその方策等について審議会の意見を聴かなけ
ればならない。ただし、市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが
少ないと認める行為についてはこの限りでない。 

６ 市長は、景観地区内設計段階協議が終了したときは、条例第３５条第１
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現 行 改正（案） 

定による届出を行った者に対し、景観地区内設計段階協議済通知書を交付
するものとする。 

 
 
（適用除外） 
第３６条 条例第３８条第３号の規則で定める建築物は、次に掲げるものと

する。 
(１) 新築、増築、改築又は移転を行う建築物のうち、当該行為に係る部分

の延べ面積（建築基準法施行令第２条第１項第４号に規定する延べ面積
をいう。以下同じ。）が１０平方メートル以下のもの 

(２) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行
う建築物のうち、いずれの面においても見付面積の過半が変更されるこ
ととならないもの 

 
 
 
 
 
 

 
(３) 市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認める建築

物 
 
 
 

項の規定による届出を行った者に対し、景観地区内設計段階協議済通知書
を交付するものとする。 

 
 
（適用除外） 
第３６条 条例第３８条第１項第３号の規則で定める建築物は、次に掲げる

ものとする。 
(１) 新築、増築、改築又は移転を行う建築物のうち、当該行為に係る部分

の延べ面積（建築基準法施行令第２条第１項第４号に規定する延べ面積
をいう。以下同じ。）が１０平方メートル以下のもの 

(２) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行
う建築物のうち、いずれの面においても見付面積の過半が変更されるこ
ととならないもの又は当該建築物の延べ面積が１０平方メートル以下
のもの 

(３) 兵庫県文化財保護条例（昭和３９年兵庫県条例第５８号）の規定によ
り兵庫県指定重要有形文化財、兵庫県指定重要有形民俗文化財又は兵庫
県指定史跡名勝天然記念物に指定されたもの 

(４) 西宮市文化財保護条例（昭和４８年西宮市条例第３号）の規定により
西宮市指定重要有形文化財、西宮市指定重要有形民俗文化財又は西宮市
指定史跡名勝天然記念物に指定されたもの 

(５) 市長が審議会の意見を聴いて、良好な景観の形成に支障を及ぼすお
それが少ないと認める建築物  

 
 
 



 
 

景観法及び西宮市都市景観条例の施行に関する規則 

 8                                【別紙２】 

現 行 改正（案） 

（適用除外） 
第４５条 条例第４７条第１項第７号に規定する規則で定める要認定工作

物は、次に掲げる工作物とする。 
(１) 工事又は祭礼等のために必要な仮設の工作物 
(２) 地下に建設等をする工作物 
(３) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行

う工作物のうち、いずれの面においても見付面積の過半が変更されるこ
ととならないもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(４) 市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認める工作
物 

 
 

（適用除外） 
第４５条 条例第４７条第１項第７号に規定する規則で定める要認定工作

物は、次に掲げる工作物とする。 
(１) 工事又は祭礼等のために必要な仮設の工作物 
(２) 地下に建設等をする工作物 
(３) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行

う工作物のうち、いずれの面においても見付面積の過半が変更されるこ
ととならないもの 

(４) 兵庫県文化財保護条例の規定により兵庫県指定重要有形文化財、兵
庫県指定重要有形民俗文化財又は兵庫県指定史跡名勝天然記念物に指
定されたもの 

(５) 西宮市文化財保護条例の規定により西宮市指定重要有形文化財、西
宮市指定重要有形民俗文化財又は西宮市指定史跡名勝天然記念物に指
定されたもの 

(６) 景観計画に法第８条第２項第４号ロに掲げる事項（当該景観地区開
発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認
められる制限に関する事項に限る。）が定められた景観重要公共施設 

(７) 法第８条第２項第４号ハ（1）から（7）までに規定する許可（景観計
画に当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と
同等以上のものと認められる制限に関する事項がその基準として定め
られているものに限る。）に係るもの 

(８) 市長が審議会の意見を聴いて、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそ
れが少ないと認める工作物  
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現 行 改正（案） 

（開発行為等） 
第４６条 条例第５０条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為と

する。 
(１) 都市計画法第２９条第１項の許可を要する行為 
(２) 高さが１.５メートルを超えるのりを生ずる地形の変更を伴う宅地の

造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 
 
 
(３) 面積が１０平方メートルを超える宅地の造成、土地の開墾その他の

土地の形質の変更（建築物の存する敷地内で行うものを除く。） 
 

(４) 木竹の植栽（延べ面積１０平方メートルを超える建築物の新築、増
築、改築若しくは移転又は宅地の造成を伴うものに限る。） 

(５) 高さが１.５メートルを超える木竹（建築物の存する敷地内にあって
は、高さが３メートル以上の木竹）の伐採 

 
(６) 高さが１.５メートルを超えるのりを生ずる地形の変更を伴う土石の

採取 
 
(７) 面積が１０平方メートルを超える地形の変更を伴う土石の採取（建

築物の存する敷地内で行うものを除く。） 
 

(８) 高さが１.５メートルを超える土石、廃棄物（条例第５０条第４号に
規定する廃棄物をいう。以下同じ。）又は再生資源（同号に規定する再生
資源をいう。以下同じ。）の堆積 

（開発行為等） 
第４６条 条例第５０条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為と

する。 
 
(１) 高さが１.５メートルを超えるのりを生ずる開発行為（都市計画法第

４条第 12 項に規定するものをいう。以下同じ。）、土地の開墾その他の
土地の形質の変更（建築物の存する敷地内で行う行為又は農業、林業若
しくは漁業を営むために行う行為（土地の開墾は含まない。）は除く。） 

(２) 面積が１０平方メートルを超える開発行為、土地の開墾その他の土
地の形質の変更（建築物の存する敷地内で行う行為又は農業、林業若し
くは漁業を営むために行う行為（土地の開墾は含まない。）は除く。） 

 
 

(３) 高さが１.５メートルを超える木竹（建築物の存する敷地内にあって
は、高さが３メートル以上の木竹）の伐採（農業、林業又は漁業を営む
ために行う行為にあっては森林の皆伐以外の伐採行為は除く。） 

(４) 高さが１.５メートルを超えるのりを生ずる地形の変更を伴う土石の
採取又は鉱物の堀採（建築物の存する敷地内で行う行為又は農業、林業
若しくは漁業を営むために行う行為は除く。） 

(５) 面積が１０平方メートルを超える地形の変更を伴う土石の採取又は
鉱物の堀採（建築物の存する敷地内で行う行為又は農業、林業若しくは
漁業を営むために行う行為は除く。） 

(６) 高さが１.５メートルを超える土石、廃棄物（条例第５０条第４号に
規定する廃棄物をいう。以下同じ。）又は再生資源（同号に規定する再生
資源をいう。以下同じ。）の堆積（農業、林業又は漁業を営むために行う
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現 行 改正（案） 

 
(９) 面積が１０平方メートルを超える土石、廃棄物又は再生資源の堆積

（建築物の存する敷地内で行うものを除く。） 
 
 
(１０) 面積が１０平方メートルを超える水面の埋立て又は干拓 
 

 
 
 
 
 
 
 
別表第２（第７条関係） 
   表 略 
備考 
１   略 
２   略 
３   略 
４ この表において、地上から当該工作物の上端までの高さとは、当該工作

物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置から上端までの高さ（建
築物と一体となって設置される場合にあっては、建築基準法施行令第２条
第２項に規定する地盤面から上端までの高さ）をいう。 

 

行為は除く。） 
(７) 面積が１０平方メートルを超える土石、廃棄物又は再生資源の堆積

（建築物の存する敷地内で行う行為（堆積高さが１.５メートルを超える
行為は含まない。）又は農業、林業若しくは漁業を営むために行う行為は
除く。） 

(８) 面積が１０平方メートルを超える水面の埋立て又は干拓 
 
 
（適用除外） 
第５３条の２ 条例第５５条第１項第 9 号に規定する規則で定める行為は、

市長が審議会の意見を聴いて、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが
少ないと認める行為とする。  
 

 
別表第２（第７条関係） 
   表 略 
備考 
１   略 
２   略 
３   略 
４ この表において、地上から当該工作物の上端までの高さとは、当該工作

物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置から上端までの高さ（建
築物と一体となって設置される場合又は第３条第３号から第５号に掲げ
る工作物その他の外観形状が箱状の工作物の場合（以下「箱型工作物」と
いう。）にあっては、建築基準法施行令第２条第２項に規定する地盤面（箱
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現 行 改正（案） 

 
 
 
 
別表第４（第３０条関係） 
１ 建築物（駅舎等を除く。この表において同じ。）の新築、改築又は移転

であって、当該建築物の建築面積が２,０００平方メートルを超えるもの 
２ 建築物の増築であって、当該増築に係る部分の建築面積が１,０００平

方メートルを超え、かつ、当該増築後の建築面積が２,０００平方メート
ルを超えるもの 

３ 建築面積が５００平方メートルを超え、又は建築物の高さが１０メー
トルを超える公共建築物の新築、改築若しくは移転又は外観を変更する
こととなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更で、いずれかの面の
見付面積の過半が変更されることとなるもの 

４ 公共建築物の増築であって、当該増築に係る部分の建築面積が２５０
平方メートルを超え、かつ、当該増築後の建築面積が５００平方メートル
を超えるもの 

５ 第７条第１項第４号又は第５号に掲げる行為 
６ 公共工作物であって、当該工作物の高さが５メートルを超え、かつ、地

上から当該工作物の上端までの高さが１０メートルを超える要認定工作
物の新設、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しく
は模様替若しくは色彩の変更で、いずれかの面の見付面積の過半が変更
されることとなるもの 

７ 道路（関西学院周辺景観地区のＣ−２、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ−１、

型工作物の場合は同規定に準じて算出した地盤面）から上端までの高さ）
をいう。 

 
 
別表第４（第３０条関係） 
１ 建築物（駅舎等を除く。この表において同じ。）の新築、改築又は移転

であって、当該建築物の建築面積が２,０００平方メートルを超えるもの 
２ 建築物の増築であって、当該増築に係る部分の建築面積が１,０００平

方メートルを超え、かつ、当該増築後の建築面積が２,０００平方メート
ルを超えるもの 

３ 建築面積が５００平方メートルを超え、又は建築物の高さが１０メー
トルを超える公共建築物の新築、改築又は移転 

 
 
４ 公共建築物の増築であって、当該増築に係る部分の建築面積が２５０

平方メートルを超え、かつ、当該増築後の建築面積が５００平方メートル
を超えるもの 

５ 第７条第１項第４号又は第５号に掲げる行為 
６ 公共工作物であって、当該工作物の高さが５メートルを超え、かつ、地

上から当該工作物の上端までの高さが１０メートルを超える要認定工作
物の新設、改築又は移転 

 
 
７ 道路（関西学院周辺景観地区のＣ−２、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ−１、
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Ｊ−２、Ｊ−３及びＪ−４区域内の道路にあっては、幅員１２メートルを
超えるものに限る。）及び２,５００平方メートルを超える公園の建設又は
外観を変更することとなる改良 

８ 高架道路等及び横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するものの新設、
改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若
しくは色彩の変更で、いずれかの面の見付面積の過半が変更されること
となるもの 

９ 橋りょうその他これに類するもので、幅員１０メートルを超え、又はそ
の延長が３０メートルを超えるものの新設、改築若しくは移転又は外観
を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更で、いず
れかの面の見付面積の過半が変更されることとなるもの 

１０ ３,０００平方メートルを超える宅地造成又は土地の区画形質の変更 
１１ その他市長が景観の形成に大きな影響を及ぼすおそれがあると認め

る行為 
備考 略 
 
 
別表第５（第３１条関係） 
１ 建築面積が５００平方メートルを超え、又は建築物の高さが１０メー

トルを超える建築物（駅舎等を除く。次項において同じ。）の新築、改築
若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しく
は色彩の変更で、いずれかの面の見付面積の過半が変更されることとな
るもの 

２ 増築部分の建築物の高さが１０メートルを超える建築物の増築又は増

Ｊ−２、Ｊ−３及びＪ−４区域内の道路にあっては、幅員１２メートルを
超えるものに限る。）及び２,５００平方メートルを超える公園の建設又は
外観を変更することとなる改良 

８ 高架道路等及び横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するものの新設、
改築又は移転 

 
 
９ 橋りょうその他これに類するもので、幅員１０メートルを超え、又はそ

の延長が３０メートルを超えるものの新設、改築又は移転 
 
 
１０ ３,０００平方メートルを超える宅地造成又は土地の区画形質の変更 
１１ その他市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが大きいと認

める行為  
備考 略 
 
 
別表第５（第３１条関係） 
１ 建築面積が５００平方メートルを超え、又は建築物の高さが１０メー

トルを超える建築物（駅舎等を除く。次項において同じ。）の新築、改築
又は移転 

 
 
２ 増築部分の建築物の高さが１０メートルを超える建築物の増築又は増
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築部分の建築面積が２５０平方メートルを超え、かつ、増築後の建築面積
が５００平方メートルを超える建築物の増築 

３ 工作物の高さが５メートルを超え、かつ、地上から当該工作物の上端ま
での高さが１０メートルを超える要認定工作物の新設、改築若しくは移
転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変
更で、いずれかの面の見付面積の過半が変更されることとなるもの 

４ 高さが２メートルを超える擁壁の新設 
５ ５００平方メートルを超える宅地造成又は土地の区画形質の変更 
６ その他市長が必要と認める行為 
備考 略 
 
 
別表第７（第４７条関係） 
行為の区
分 

区域 基準 

第４６条
第１号か
ら第３号
までに掲
げる行為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

１ 形質の変更後の土地の地表面の形状その他の
状態が、植栽その他の適切な措置が行われること
により、その土地の区域における風致と著しく不
調和とならず、かつ、変更を行う土地の区域にお
ける木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ない
こと。 

２ 高さが４メートルを超えるのり（擁壁も含む。）
を生じる土地の形質の変更を伴わないこと。 

第４６条 Ａ、Ｂ、Ｃ− １ 共通事項 

築部分の建築面積が２５０平方メートルを超え、かつ、増築後の建築面積
が５００平方メートルを超える建築物の増築 

３ 工作物の高さが５メートルを超え、かつ、地上から当該工作物の上端ま
での高さが１０メートルを超える要認定工作物の新設、改築又は移転 

 
 
４ 高さが２メートルを超える擁壁の新設 
５ ５００平方メートルを超える宅地造成又は土地の区画形質の変更 
６ その他市長が必要と認める行為 
備考 略 
 
 
別表第７（第４７条関係） 
行為の区
分 

区域 基準 

第４６条
第１号か
ら第２号
までに掲
げる行為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

１ 形質の変更後の土地の地表面の形状その他の
状態が、植栽その他の適切な措置が行われること
により、その土地の区域における風致と著しく不
調和とならず、かつ、変更を行う土地の区域にお
ける木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ない
こと。 

２ 高さが４メートルを超えるのり（擁壁も含む。）
を生じる土地の形質の変更を伴わないこと。 
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第４号に
掲げる行
為 

１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

(１) 敷地面積に対する緑地率は３０パーセン
ト以上とし、風致上有効な位置に、１０平方メ
ートルにつき高さ３.５メートル以上の高木を
１本以上、１.５メートル以上の中木を２本以
上植栽すること。ただし、健全な生育環境下に
ある既存樹木及び道路に面するシンボルツリ
ーの新植については、別に定めるところにより
換算する。 

(２) 道路からの壁面後退部には風致上有効な
植栽を施すこと。 

(３) 既存樹木の保全及び活用に努め、伐採する
場合は、場所の特性にふさわしい植栽により将
来的な緑の復元を図ること。 

２ 大規模建築物の新築、増築、改築又は移転に伴
う場合 

  敷地の道路に面する部分の間口緑視率は、接す
る道路毎に１５パーセント以上とすること。 

３ 一般建築物の新築、増築、改築又は移転に伴う
場合 

  建築物から道路境界線までの間に高さ２.５メ
ートル以上の樹木を２本以上（接する道路の間口
幅が４メートル未満の宅地及び敷地面積が９０
平方メートル未満の宅地にあっては、１本以上）
植栽すること。 
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Ｇ、Ｈ １ 大規模建築物の新築、増築、改築又は移転に伴
う場合 

  敷地の道路に面する部分の間口緑視率は、接す
る道路毎に１５パーセント以上とする。 

２ 一般建築物の新築、増築、改築又は移転に伴う
場合 

  建築物から道路境界線までの間に高さ２.５メ
ートル以上の樹木を２本以上（接する道路の間口
幅が４メートル未満の宅地及び敷地面積が９０
平方メートル未満の宅地にあっては、１本以上）
植栽すること。 

 

第４６条
第５号に
掲げる行
為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地
及びその周辺の土地の区域における風致を損なう
おそれが少ないこと。また、既存の樹木はできる限
り保存するものとし、計画上、やむを得ず伐採する
場合は、復元又は移植に努めること。 

(１) 建築物等の新築、増築、改築若しくは移転
又は土地の形質の変更等を行うために必要な
最小限度の木竹の伐採 

(２) 森林の択伐 
(３) 伐採後の成林が確実な森林の皆伐（１ヘク

タール以下の皆伐に限る。） 
(４) 森林である土地の区域外における木竹の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４６条
第３号に
掲げる行
為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地
及びその周辺の土地の区域における風致を損なう
おそれが少ないこと。また、既存の樹木はできる限
り保存するものとし、計画上、やむを得ず伐採する
場合は、復元又は移植に努めること。 

(１) 建築物等の新築、増築、改築若しくは移転
又は土地の形質の変更等を行うために必要な
最小限度の木竹の伐採 

(２) 森林の択伐 
(３) 伐採後の成林が確実な森林の皆伐（１ヘク

タール以下の皆伐に限る。） 
(４) 森林である土地の区域外における木竹の



 
 

景観法及び西宮市都市景観条例の施行に関する規則 

 16                                【別紙２】 

現 行 改正（案） 

伐採 

第４６条
第６号又
は第７号
に掲げる
行為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

土石の採取の方法が露天掘りでなく、かつ、採取を
行う土地及びその周辺の土地の区域における風致
の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

第４６条
第８号又
は第９号
に掲げる
行為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域に
おける風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ない
こと。 

第４６条
第１０号
に掲げる
行為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

１ 水面の埋立て又は干拓後の地表面の形状その
他の状態が埋立て又は干拓を行う土地及びその
周辺の土地の区域における風致と著しく不調和
とならないこと。 

２ 当該埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺
の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼ
すおそれが少ないこと。 

 
備考 
１ 別表第６備考第１項の規定は、この表の区域について準用する。 
２ この表において、大規模建築物とは、建築物の高さが１０メートルを超

伐採 

第４６条
第４号又
は第５号
に掲げる
行為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

土石の採取の方法が露天掘りでなく、かつ、採取を
行う土地及びその周辺の土地の区域における風致
の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

第４６条
第６号又
は第７号
に掲げる
行為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域に
おける風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ない
こと。 

第４６条
第８号に
掲げる行
為 

Ａ、Ｂ、Ｃ−
１、Ｃ−２、
Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｉ、Ｊ−１、
Ｊ−２、Ｊ−
３、Ｊ−４ 

１ 水面の埋立て又は干拓後の地表面の形状その
他の状態が埋立て又は干拓を行う土地及びその
周辺の土地の区域における風致と著しく不調和
とならないこと。 

２ 当該埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺
の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼ
すおそれが少ないこと。 

 
備考 
１ 別表第６備考第１項の規定は、この表の区域について準用する。 
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え、又は建築面積（一の敷地内に複数の建築物がある場合は、当該複数の
建築物の建築面積の合計）が５００平方メートルを超える建築物をいう。 

３ この表において、一般建築物とは、大規模建築物以外の建築物をいう。 
４ 別表第１備考第１項及び第２項の規定は、この表の間口緑視率及び緑地

率について準用する。 
 

 


